
 

Ｑ：１３  最少催行人員毎の旅行代金設定について 

  最少催行人員２名のツアーで、出発日毎の旅行代金（２名１室利用）と 
一人部屋追加代金を表示し、さらに、日程表の下部（欄外）に、「■ご注意 
：１名催行の場合は、追加代金〇〇で承ります。」との表示はできますか。 

 

 

Ａ： 
 できません。 

一つの旅行に２つの旅行代金を表示して募集することになるからです。 
これを許すと、催行人員毎の旅行代金表示ができることになり、契約の時点で、旅行

代金が確定せず、旅行者にとって公正な取引とはいえないからです。 
 
【規則第 13条、運用基準２（43）】   

 
 
 


